
令和6年度 第1回
宇城市子ども・子育て会議
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（１）令和5年度第3回書面決議に伴う
 質問事項等への回答について
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(２）（仮称）宇城市こども計画に
     一体とする計画について
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◎以下の内容を盛り込んだ計画を作成する

法令 計画 策定指針（大綱含む） 備考

こども基本法第10条 こども計画 こども大綱

子ども・若者育成支援
推進法第9条 子ども・若者計画 子供・若者育成支援推進大綱

こども大
綱に一元
化

子どもの貧困対策の推
進に関する法律第9条

子どもの貧困対策計
画 子供の貧困対策に関する大綱

少子化社会対策大綱

次世代育成支援対策推
進法第8条、第9条

次世代育成支援行動
計画

次世代育成支援対策推進法に基づく行動
計画策定指針 「第2期す

こやか宇
城っ子プ
ラン」に
盛り込ま
れている
内容

子ども・子育て支援法 
第61条、第62条

子ども・子育て支援
事業計画

教育・保育及び地域子ども・子育て支援
事業の提供体制の整備並びに子ども・子
育て支援給付並びに地域子ども・子育て
支援事業及び仕事・子育て両立支援事業
の円滑な実施を確保するための基本的な
指針 4
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基本理念

（仮称）宇城市こども計画　計画体系表（国のこども大綱を参考に作成した素案です）

※
国
の
大
綱
の
中
心
的
理
念
で
あ
る

「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会

」
を
キ
ー

ワ
ー

ド
と
し
て
検
討

◎
現
計
画

「
ち
ょ

う
ど
い
い
！
住
み
や
す
さ
を
実
感
で
き
る
都
市
・
宇
城

」

１　ライフステージを通した重要事項

２　ライフステージ別の重要事項

３　子育て当事者への支援に関する重要事項

こども施策に関する重要事項

〇青年期
（高等教育の修学支援・高等教育の充実、就労支援・雇用と経済的基盤の安定、結婚を希望する方への支援・結婚に伴う新生活
への支援　等）

〇子育てや教育に関する経済的負担の軽減

〇地域子育て支援・家庭教育支援

〇共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大

〇ひとり親家庭への支援

重要事項に関する取組内容

○こどもや若者への切れ目ない保健・医療提供
（成育医療等に関する研究や相談支援等、慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援　等）

○こどもの貧困対策
（教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援　等）

○障害児支援・医療的ケア児等への支援
（地域における支援体制の強化、インクルージョンの推進、特別支援教育　等）

○児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
（児童虐待防止対策等の更なる強化、社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援、ヤングケアラーへの支援　等）

○こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
（こども・若者の自殺対策、インターネット利用環境整備、性犯罪・性暴力対策　等）

○こども・若者が権利の主体であるとの社会全体での共有等
（こども基本法の周知、こどもの教育・養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進　等）

○多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
（遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着、こどもまんなかまちづくり　等）

○こどもの誕生から幼児期まで
（妊娠前から妊娠期・出産・幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保、こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障
と遊びの充実　等）

〇学童期・思春期
（こどもが安心して過ごし学ぶことができる質の高い公教育の再生等、居場所づくり、いじめ防止、不登校のこどもへの支援
等）



(３）計画策定に関するアンケート調査等の方針について

◎４種類のアンケートを実施し、活用する

①こども・子育て支援事業計画（第三期）策定に係る調査（就学前の保護者）
②        〃                （小学生の保護者）
③こども・若者生活実態等アンケート調査（16歳～39歳）
④こどもアンケート調査（10歳～15歳）
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名称 対象者 人数（人） 実施時期 備考

①こども・子育
て支援事業計画
（第三期）策定
に係る調査

就学前児童の保護者 1,000 7月 無作為抽出
による

②  〃 小学生の保護者 1,000 7月 〃

③こども・若者
生活実態等調査 16歳～39歳 2,000 7月 〃

④こども調査 10歳～15歳
（小4～中3） 全員 9月

市内の小中
学校に通学
する
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①こども・子育て支援事業計画（第三期）策定に係る調査（就学前の保護者）
②        〃                （小学生の保護者）

◎必要なニーズ「量の見込み」調査になります。
 質問項目については、国が定める必要な内容です。

【就学前】
１）住まい、家族の状況
２）子育て環境
３）保護者の就労状況
４）保育施設の利用状況
５）子育て支援の利用
６）小学校就学後の放課後の過し方
７）オンライン手続きの利用

【小学生】
１）住まい、家族の状況
２）子育て環境
３）保護者の就労状況
４）放課後の過し方
５）オンライン手続き
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【質問内容】



③こども・若者生活実態等調査（16歳～39歳）

◎こども・若者当事者の意見を幅広く聴取して反映すること
を目的に、16歳～39歳を対象に調査を行います。

【質問内容】
１）こども・若者自身について
２）普段の生活
３）現在の生活（居場所）
４）将来への考え（結婚）

9



④こども調査 （10歳～15歳）

◎宇城市内小中学校に通う、小学4年生から中学3年生を対
象に行います。

【質問内容】
１）居場所について
２）こどもが意見を言える、表明できる場について

※日頃利用している学校用タブレットを利用し回答してもらう。
10



(４）ヒアリング調査について

◎こども計画に記載する課題やニーズ、施策
等を当事者目線で検討するために、こども・
若者、子育て当事者への意見聴取を行います。
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【ヒアリング対象候補】

① 乳幼児（1歳前後）と保護者
② 障がい児（放課後等デイサービス利用者）または保護者
③  不登校児童
④  中高生（ボランティア活動に意欲のある）
⑤ 若者女性（婚活セミナー参加者）
⑥ 若者男性
⑦ 育児休暇取得経験者
⑧ ひきこもり
⑨ 小学校低学年（学童保育利用者）
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(５）その他
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